
（第三種郵便物認可）２０１２年２月５日 大阪歯科保険医新聞（５、15、25日発行） 改定特集６（５）

　医療の高度化等に対応する観点から、診療報酬調査専門組織の医療技術評価分
科会における検討結果を踏まえ、歯科診療における歯科用３次元エックス線断層
撮影による評価を新設する。
第２　具体的な内容
歯科用３次元エックス線断層撮影の新設
　従来の歯科用エックス線撮影及びパノラマ断層撮影では診断が困難な症例にお
いて、歯科用３次元エックス線断層撮影装置を用いることによって、より精度の
高い診断が可能となる画像診断技術の評価を新設する。
※現在は、医科点数表の準用により算定されている。

　（新）　歯科用３次元エックス線断層撮影
　　　　　　撮影料　○点
　　　　　　診断料　○点
［算定要件］
（１） 歯科用３次元エックス線断層撮影は、歯科用エックス線撮影若しくは歯科

パノラマ断層撮影で診断が困難な場合であって、当該断層撮影の必要性が
十分認められる以下のいずれかを３次元的に確認する場合に限り算定す
る。

　　イ　埋伏智歯等、下顎管との位置関係
　　ロ　顎関節症等、顎関節の形態
　　ハ　顎裂等、顎骨の欠損形態
　　ニ　腫瘍等、病巣の広がり
　　ホ 　その他、歯科用エックス線撮影若しくは歯科パノラマ断層撮影で確認で

きない位置関係や病巣の広がり等確認する特段の必要性が認められる場合
（２） 歯科用３次元エックス線断層撮影の診断料は、回数にかかわらず、月１回

に限り算定できるものとする。
（３） 歯科用３次元エックス線断層撮影について造影剤を使用した場合は、所定

点数に500点を加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔
料は所定点数に含まれるものとする。

明細書の無料発行の促進

骨子【Ⅱ－２－（３）】
第１　基本的な考え方
　前回の改定において、レセプトの電子請求を行っている保険医療機関及び保険
薬局については、正当な理由のない限り、詳細な個別の点数項目が分かる明細書
の発行が義務づけられた。
　これにより、明細書の発行は進んできているが、患者への情報提供の促進、医
療の透明化の観点から、さらに促進していくこととする。
第２　具体的な内容
１．正当な理由については、現在、
（１） 明細書発行機能が付与されていないレセプトコンピュータを使用している

保険医療機関又は保険薬局であること。
（２） 自動入金機を使用しており、自動入金機で明細書発行を行おうとした場合

には、自動入金機の改修が必要な保険医療機関又は保険薬局であること。
　 としているが、400床以上の病院については、これを平成26年度以降は認めな
いものとする。

２ ．明細書の発行状況を定期的に確認するため、保険医療機関及び保険薬局は、
毎年行われている他の届出事項の報告と併せて、明細書無料発行の対応の有
無、正当な理由に該当している旨等を報告することとする。

３ ．明細書発行に係り患者から徴収する手数料が高額な場合には、患者が明細書
の発行を希望することを躊躇する場合もあると考えられることから、高額な料
金はふさわしくない旨を、実例に応じた額を明示しつつ、再度周知する。

４ ．公費等により一部負担金が発生しない患者に対しても明細書の発行に努める
こととする。

５ ．記載内容が毎回同一であるとの理由で明細書の発行を希望しない患者に対し
ても、診療内容が変更された場合等明細書の記載内容が変わる場合には、その
旨を患者に情報提供するべきであることを周知する。

後発医薬品の使用促進について

 　骨子【Ⅳ－１】
４．一般名処方の推進
　後発医薬品の使用を一層促進するとともに、保険薬局における後発医薬品の在
庫管理の負担を軽減するため、医師が処方せんを交付する際、後発医薬品のある
医薬品について一般名処方が行われた場合の加算を新設する。

現　行 改定案
【処方せん料】
１ 　７種類以上の内服薬の投薬（臨時
の投薬であって、投薬期間が２週間
以内のものを除く。）を行った場合

【処方せん料】
１ 　７種類以上の内服薬の投薬（臨時
の投薬であって、投薬期間が２週間
以内のものを除く。）を行った場合

 40点

２　１以外の場合 68点

 40点

２　１以外の場合 68点

（注を追加）
　一般名による記載を含む処方せんを
交付した場合は、処方せんの交付１回
につき○点を加算する。

　なお、一般名処方を行った場合の処方せん料の算定においては、「薬剤料にお
ける所定単位当たりの薬価」の計算は、当該規格のうち最も薬価が低いものを用
いて計算することとする。

５．処方せん様式の変更
　現行の処方せん様式では、「後発医薬品への変更がすべて不可の場合の署名」
欄があり、処方医の署名により処方薬すべてについて変更不可となる形式となっ
ているが、個々の医薬品について変更の可否を明示する様式に変更する（別紙）。

６．後発医薬品の品質確保
　「後発医薬品の品質確保」については、これまでも医療関係者や患者の信頼を
確保するために、アクションプログラムに基づき、国、後発医薬品メーカーそれ
ぞれが取組を実施しているところであるが、今後は、後発医薬品メーカーによる
品質の確保及び向上への取組、情報の発信をより一層促すとともに、これに加
え、以下の取組についても実施する。
（１） 厚生労働省やＰＭＤＡ等が中心となり、医療関係者や国民向けの後発医薬

品についての科学的見解を作成する。
（２） ジェネリック医薬品品質情報検討会の検討結果について、より積極的に情

報提供を図る。

介護報酬の改定（居宅療養管理指導費）介護報酬の改定（居宅療養管理指導費）
　４月１日から介護報酬が改定されることになった。居宅療養管理指導費
は、下記のように変更される。

居宅療養管理指導費の変更
歯科医師（月２回）
旧 ケアマネに情報提供した場合　　　　　　　500単位

ケアマネに情報提供しない場合　　　　　　400単位
↓

新 同一居住者以外の者に対して行う場合　　　500単位
同一建物居住者に対して行う場合　　　　　450単位
※ケアマネジャーへの情報提供は必須になった

歯科衛生士（月４回）
旧 在宅の利用者に対して行う場合　　　　　　350単位

居住系施設入居者等に対して行う場合　　　300単位
↓

新 同一建物居住者以外の者に対して行う場合　350単位
同一建物居住者に対して行う場合　　　　　300単位


